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厚生労働省数理職員について
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* 国家公務員総合職試験のうち、

『数理科学・物理・地球科学』の

院卒者試験または大卒程度試験の合格者から、

数理グループの職員として採用

＜背景＞

* 行政は、“エビデンス（事実、証拠、根拠）”に基づいていることが

不可欠

* 実態を把握するため数理統計分析、数理科学的に根拠ある将来推計な

ど、数理科学の専門知識を駆使する場面の増加

* 年金、医療、介護、雇用、労災など、社会保障制度の多くは保険を用

いた 共助の仕組み（社会保険）であり、その運営には数理科学の専

門知識が不可欠

厚生労働省では、
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他省庁 ９
（内閣府、金融庁、外務省、財務省など）

関係団体など １６

研究機関など ４

市町村 １

民間（官民交流） ２

中央労働委員会 １

地方厚生局 １

地方労働局 １

（厚生労働省内）

国際課 ３

労働基準局 ７

職業安定局 ３

社会・援護局 ２

老健局 １

保険局 １１

年金局 ２４

政策統括官(総合政策担当) ３

政策統括官(統計・情報政策担当) １８

どのような部署に配属されるのか？

計 １０７人

（平成2９年１月１日現在）

＜数理グループ職員の配属先＞
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公的年金制度とは？
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昔（1960年） 現代（2005年）

三世代同居世帯数 411万 300万

高齢者単身世帯数 13万 387万

家族の人数（人） 4.47 2.56

平均寿命（歳） 男65.32 女70.19 男79.44 女85.90
（2011年）

サラリーマンの割合（％） 53.4 87.3 （2010年）

国・地方

かつては･･･ 現在は･･･

同居しての
私的な扶養が一般的

若者が
サラリーマンとして
大都市に集中

経済成長の過程で…

故郷

保険料の
支払い

財やサービス
の提供

【家族をめぐる代表的な変化】

お世話
助け合い

急な仕送りや
介護などの
対応は困難

都市

○ かつては、昔は親と同居して農業や自営業を一緒に営む人が多く、自分で親を養っていた。

○ 現代は、都市で会社勤めをして親と別居する人が多くなり、平均寿命も長くなったため、親を養うための
費用が大きくなってきており、自分で親を養うことが難しくなっている。こういった社会の変化の中で、社会
全体で高齢者を支える年金制度が整備されてきた。

→ 公的年金制度があるおかげで、現役世代は年金の保険料を払えば、親の老後を個別に心配すること

なく安心して生活を送れる仕組み。

公的年金制度が整備されてきた背景
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扶
養
負
担

扶
養
負
担

将来現在

私的扶養
年金制度を通じた
社会的扶養

厚生年金保険料
3.5%(1965)→6.2%(1970)→14.996%(2007)

両親や祖父母
を扶養しなが
ら年金保険料
を負担

年金制度が
成熟し、社
会的な扶養
に置き換わ
る

少子化と長寿化の進行に
より、現役世代にかかる
（年金保険料上昇の裏に
ある）扶養負担は高まる

65歳以上の者のいる世帯のうち
三世代世帯

44.4%(1970) → 21.2%(2005)
夫婦のみ、単独世帯

16.8%(1970) → 50.2%(2005）

「私的な扶養」と「社会的な扶養」の関係

○ 都市化、核家族化が進む中で、私的な扶養から年金制度を通じた社会的な扶養へ移行
○ すなわち、

・ 現在の高齢世代は、私的な扶養負担を抱えながら、保険料負担をしてきた
・ 現在の現役世代は、社会的扶養の仕組みが成熟してきたことにより、私的な扶養負担が小さいものと

なっている
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私的扶養
公的年金制度を通じた

社会的扶養公的年金制度の成熟
に伴い移行



1965年 →  2010年

鶏肉 100g
牛乳 瓶１本
カレーライス１皿
コーヒー（喫茶店）１杯
ノートブック１冊

71.8円 → 129円(1.8倍)
20円 → 114円(5.7倍)

105円 → 742円(7.1倍)
71.5円 → 411円(5.7倍)

30円 → 144円(4.8倍）

昔と今の物価
（出典）小売物価統計調査

人は、何歳まで生きるかは予測できない。
（どれだけ貯蓄をすればよいのかわからない）

終身（亡くなるまで）の支給

50年後の物価や賃金の変動は予測できない。
（貯蓄しても、将来目減りするかもしれない）

実質的な価値に配慮した
年金の支給

公的年金（保険）なら…

2010年1965年

65歳20歳

大卒初任給２万円 大卒初任給20万円
2055年

？

？

障害を負う
可能性もあり

45年後45年後

「１万円」年金の時代 ・国民年金 約５万７千円
・厚生年金 約15万７千円（平均）

物価や賃金の水準の
変化は予測できない

物価や賃金の水準の
変化は予測できない

何歳まで生きるかわからない

一般に民間金融機関が販売する年金(金融商
品)は、将来の物価上昇を考慮していない。
（「将来、800万円を払います」など）

公的年金制度の特徴

老後に備えて貯蓄をしても…

いつ、障害を負ったり、小さな子どもがいる時に
配偶者を亡くす（＝所得を失う）か、わからない。

障害年金・遺族年金の支給
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※２ 第２号被保険者等とは、厚生年金被保険者のことをいう（第２号被保険者のほか、65歳以上で老齢、または、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む）。

(数値は平成28年３月末）

915万人4,129万人1,668万人
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自営業者など 公務員など会社員
第２号被保険者の

被扶養配偶者

第１号被保険者 第３号被保険者第２号被保険者等※２

6,712万人

国 民 年 金 （ 基 礎 年 金 ）

厚生年金保険加入員数
3,686万人

加入員数
443万人

（公務員等※１）

加入員数
43万人

加入者数
26万人

確定拠出
年金

（企業型）

確定給
付企業
年金

（代行部分）

厚生年金
基金

加入者数
548万人

加入者数
795万人

加入員数
254万人

３
階
部
分

２
階
部
分

１
階
部
分

○ 現役世代は全て国民年金の被保険者となり、高齢期となれば、基礎年金の給付を受ける。（１階部分）

○ 民間サラリーマンや公務員等は、これに加え、厚生年金保険に加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比例年金の給付を受け
る。（２階部分）

年金制度の仕組み

（民間サラリーマン）

※１ 被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月1日から公務員および私学教職員も厚生年金に加入。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに退職等年金給付が創設。
ただし、平成27年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、平成27年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。

退職等
年金給付※１
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自営業者・大学生等 会社員・公務員等 専業主婦等

【現役時代】
保険料を負担

【引退後】
年金を受給

基 礎 年 金 （ 定 額 ） 基 礎 年 金 （ 定 額 ）

国民年金
（第1号被保険者）

（20歳から）

（原則60歳まで）

（65歳から）

負担なし（第２号
被保険者全体で負担）

転職等

転職、暮らしの変化等保険料が払えない時
は免除制度あり

（亡くなるまで）

毎月16,490円（定額）
を負担

厚生年金
（第２号被保険者）

国民年金
（第３号被保険者）

基 礎 年 金 （ 定 額 ）

月給の18.3％ 負担

（半分は会社が負担） 転職等

月約65,000円（満額）
（基礎年金）

（65歳から）

（亡くなるまで）

月約154,000円（平均）
（基礎年金＋厚生年金）

（65歳から）

（亡くなるまで）

月約65,000円（満額）
（基礎年金）

厚生年金
（所得比例）

働き方・暮らし方に応じて加入

（60歳まで）

（20歳から）

（退職まで）

（就職から）

※ 平成29年度 ※ 平成29年９月～

公的年金制度とライフコース
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国民年金制度 厚生年金制度

保
険
料
負
担

年
金
給
付

月16,490円（Ｈ29.4～）

給付額は、保険料を納付した期間で決定する。
（満額は定額）

その月の報酬×18.3％（H29.9～）

→平成17年度から毎年280円ずつ引上げ。
→平成29年度以降、16,900円（平成16年度価格）で固定。

→平成17年度から毎年0.354％ずつ引き上げ。
→平成29年9月以降、18.3％で固定。

（労使折半）

※数値は民間被用者（第１号厚生年金被保険者）のもの
※月34万円稼いでいる人であれば、本人が、月々31,110円（34万
×18.3％×1/2）負担。

月 64,941円
480月

保険料を納付した月数

（H29満額）
×

基礎年金（老齢）（65歳～） 厚生年金（老齢）（65歳～）

給付額は、現役時代の報酬と被保険者期間で
決定。（報酬比例）

被保険者
期間（月数）

平均標準
報酬

×
1,000 

5.481
×

受給資格期間（10年※）を満たすことが必要 ※平成29年８月から受給資格期間を25年から10年に短縮

12 ÷

※産前産後期間の保険料免除の開始に伴い、平成31年度以降
は17,000円(平成16年度価格)

※所得水準に応じて、保険料の免除制度あり。

※ 保険料全額免除期間＝1/2月 又は 1/3月として計算 賞与を含む。過去の賃金は現在価値に評価。
（賃金スライド）

平均額：月5.7万円 １人当たり平均額：月15.4万円（基礎含む）

保険料負担と年金給付 （国民年金・厚生年金）

○ 年金額は、保険料を納付した期間（月数）と現役時代の賃金額（標準報酬）に応じて算定される。
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国 民

○公的年金加入者数 （27年度末） 6,712万人
国民年金

厚生年金

年 金 制 度保 険 料

年 金 給 付・老齢基礎年金
平均額：月5.7万円

・老齢厚生年金
１人あたり平均額：月15.4万円

（基礎年金を含む）

（26年度）

国民年金保険料 ： 16,490円（H29.4～）

年金積立金資産額
（国民年金、厚生年金）
（平成27年度末）

142.7兆円（時価ベース）

37.2兆円 （平成29年度予算ベース）

55.0兆円 （平成29年度予算ベース）

参考）国の一般歳出
58.4兆円（平成29年度予算）

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

915万人4,129万人1,668万人

○受給権者数（27年度末） 4,025万人

国 等

年金への
国庫負担

12.5兆円
平成29年度
予算ベース

年 金 の 役 割

（資料）平成27年国民生活基礎調査 （厚生労働省）

年金は高齢者世帯の収入の７割

公的年金・恩給
200.6万円
(67.5%)

稼働所得
60.2万円
(20.3%)

財産所得
15.3万円
(5.2%)

仕送り・企業年金・個人
年金・その他の所得
16.6万円(5.6%)

公的年金・恩給以外の
社会保障給付金

4.5万円(1.5%)

高齢者世帯
1世帯あたり
平均所得金額
297.3万円

高齢化率：総務省「人口推計」（平成28年）
都道府県別年金総額：厚生労働省年金局「厚生年金保険・国民年金 事業年報」（平成
25年度）をもとに作成（厚生年金保険、国民年金及び福祉年金の受給者の年金総額）
県民所得・家計最終消費支出：内閣府「県民経済計算」（平成25年度）

都道府県名
（高齢化率）

対県民所得比
対家計最終消
費支出比

島根県（33.1％） 18.0％ 23.5％

鳥取県（30.4％） 17.2％ 21.2％

高知県（33.6％） 16.0％ 19.4％

秋田県（34.7％） 16.0％ 18.6％

愛媛県（31.4％） 15.8％ 20.5％

長野県（30.7％） 15.7％ 19.0％

奈良県（29.6％） 15.5％ 21.5％

地域経済を支える役割（家計消費の２割が年金の地域も）

（対県民所得費上位７県）

厚生年金保険料率： 18.182％（H28.9～）（労使折半）

Ex） 標準報酬月額が34万円であれば、30,909円
（＝34万円×18.182％×1/2）を、本人が月々負担。

※ 数値は民間被用者（第１号厚生年金被保険者）のもの

（注）両円グラフとも、四捨五入による端数処理の関係で、100％にならない。

公的年金の規模と役割

※保険料額・年金給付額・国庫負担額（平成29年度予算ベース）
については、共済年金を含む公的年金制度全体の額を計上
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公的年金の財政検証とは？
（平成26年財政検証結果含む）
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① 上限を固定した上での保険料の引上げ

平成29（2017）年度以降の保険料水準の固定。 （保険料水準は、引上げ過程も含めて法律に明記）

・厚生年金 ： 18.30％（労使折半） （平成16年10月から毎年0.354％引上げ）
・国民年金 ： 16,900円※平成16年度価格 （平成17年4月から毎年280円引上げ）

③ 積立金の活用

概ね100年間で財政均衡を図る方式とし、財政均衡期間の終了時に給付費１年分程度の
積立金を保有することとして、積立金を活用し後世代の給付に充てる。

② 基礎年金国庫負担の２分の１への引上げ

平成21年度以降、基礎年金給付費に対する国庫負担割合を２分の１とする。

④ 財源の範囲内で給付水準を自動調整する仕組み（マクロ経済スライド）の導入

現役世代の人口減少とともに年金の給付水準を調整。標準的な年金の給付水準について、今後の少子高齢化の中でも、
年金を受給し始める時点で、現役サラリーマン世帯の平均所得の50％を上回る。

少子高齢化が進行しても、財源の
範囲内で給付費を賄えるよう、年
金額の価値を自動調整する仕組
み（マクロ経済スライド）を導入。

※現在の保険料 ：
厚生年金18.182%（平成28年9月～）
国民年金16,490円（平成29年4月～）

○ 平成16年の制度改正で、今後、更に急速に進行する少子高齢化を見据えて、将来にわたって、
制度を持続的で安心できるものとするための年金財政のフレームワークを導入。

○ 社会保障・税一体改革関連法の成立により、平成16年改正財政フレームは一定の完成をみている。

平成24年「社会保障・税一体改革」に
より消費税財源確保。

平成24年年金額の特例水準
の解消（法改正）により、
マクロ経済スライドが機能す
る前提条件を整備。

平成１６（２００４）年改正による年金制度における長期的な財政の枠組み

年金額

保
険
料
収
入

④

固定！ ①
国
庫
負
担

積
立
金

③ ②

※標準的な厚生年金の所得代替率：６２．７％（平成26年度） ⇒ ５０．６％～５１．０％（平成55～56年度） ＜平成26年財政検証・ケースＡ～Ｅ＞13



所得代替率＝
厚生年金の標準的な年金額

被保険者の平均手取り収入

賃金上昇率で変動

賃金上昇率－スライド調整率で変動
（調整期間中）

時間

所
得
代
替
率

給付水準の調整により

所得代替率が低下。

調整期間

概ね100年後に十分な積立金を

保有できると判断される段階で

スライドの調整終了。

＜スライドの自動調整と所得代替率＞

調整期間終了後は、

基本的には、

所得代替率は一定。

○ スライドの自動調整を行う調整期間中は、現役男子被保険者の平均手取り収入に対する厚生年金の
標準的な年金額の割合（所得代替率）は低下していく。調整期間の終了後は、原則、一定となる。

○ 現行のマクロ経済スライドの自動調整は『名目下限額』を下回らない範囲で行うものとされている。

スライド調整率

年金額の改定率

賃金（物価）

年金額の改定なし

賃金（物価）
実際の調整幅

年金額の改定率
賃金（物価）

調整なし

賃
金
（
物
価
）

＜ある程度、賃金・物価が上昇した場合＞

＜賃金・物価の伸びが小さい場合＞

＜賃金・物価が下落した場合＞

【所得代替率について】 【名目下限について】

マクロ経済スライドの仕組み
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○ 上限を固定した上での保険料の引上げ
（最終保険料（率）は国民年金16,900円（平成16年度価格）、厚生年金18.3％）

○ 負担の範囲内で給付水準を自動調整する仕組み（マクロ経済スライド）の導入

○ 積立金の活用 （おおむね100年間で財政均衡を図る方式とし、財政均衡期間の終了時に給付費１年分程度の
積立金を保有することとし、積立金を活用して後世代の給付に充てる）

○ 基礎年金国庫負担の２分の１への引上げ

財政検証

少なくとも５年ごとに、

○ 財政見通しの作成

○ 給付水準の自動調整（マクロ経済スライド）の開始・終了年度の見通しの作成

を行い、年金財政の健全性を検証する

→ 次の財政検証までに所得代替率（※）が５０％を下回ると見込まれる場合には、

給付水準調整の終了その他の措置を講ずるとともに、給付及び負担の在り方につ

いて検討を行い、所要の措置を講ずる

平成１６年年金制度改正における年金財政のフレームワーク

人口や経済の動向

※所得代替率… 公的年金の給付水準を示す指標。現役男子の平均手取り収入額に対する年金額の
比率により表される。

所得代替率 ＝（夫婦２人の基礎年金 ＋ 夫の厚生年金）／ 現役男子の平均手取り収入額
平成26年度： ６２．７％ １２．８万円 ９．０万円 ３４．８万円

財政検証について

15

財政検証とは
公的年金の
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人口の前提 ― 「日本の将来推計人口」（24年1月、国立社会保障・人口問題研究所） 【低位・中位・高位】

労働力の前提 ― 「労働力需給推計」（26年2月、(独)労働政策研究・研修機構） 【労働参加が進む・進まない】

経済の前提 ― 「年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委員会」での検討
⇒ 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（平成26年1月20日）を参考にしつつ、長期的な経済状況を

見通す上で重要な全要素生産性（TFP）上昇率を軸とした【幅の広い複数ケース】

― 被保険者及び年金受給者等の実績データ等を基礎として設定
※ただし、国民年金保険料の納付率については、実績や今後の取組を踏まえ、現状のままの納付率

で推移した場合、今後の取組強化等により向上した納付率で推移した場合など複数設定

その他の制度の状況等に関する前提
（有遺族率、障害年金発生率、納付率等）

将来の経済状況の仮定 経済前提 （参考）

労働力率
全要素生産性
（TFP）上昇率

物価上昇率
賃金上昇率

（実質<対物価>）

運用利回り 経済成長率
（実質<対物価>）

2024年度以降20～30年
実質

<対物価>
スプレッド
<対賃金>

ケースA

内閣府試算
「経済再生
ケース」に

接続するもの

労働市場へ
の参加が

進むケース

1.8％ 2.0％ 2.3％ 3.4％ 1.1％ 1.4％

ケースB 1.6％ 1.8％ 2.1％ 3.3％ 1.2％ 1.1％

ケースC 1.4％ 1.6％ 1.8％ 3.2％ 1.4％ 0.9％

ケースD 1.2％ 1.4％ 1.6％ 3.1％ 1.5％ 0.6％

ケースE 1.0％ 1.2％ 1.3％ 3.0％ 1.7％ 0.4％

ケースF 内閣府試算
「参考

ケース」に
接続するもの

労働市場へ
の参加が
進まない
ケース

1.0％ 1.2％ 1.3％ 2.8％ 1.5％ 0.1％

ケースG 0.7％ 0.9％ 1.0％ 2.2％ 1.2％ ▲0.2％

ケースH 0.5％ 0.6％ 0.7％ 1.7％ 1.0％ ▲0.4％

合計特殊出生率 平均寿命

　2010年（実績）　　　　　　　2060年 　　　2010年（実績）　　　　　　　　　　　　2060年

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　男：　８３．２２

　　　　　　　　　　　　　出生高位：　１．６０ 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　女：　８９．９６

　　１．３９　　　→　 　出生中位：　１．３５ 　　男：　７９．５５　  　　　　　 　　　　　　　男：　８４．１９

　　　　　　　　　　　　　出生低位：　１．１２ 　　女：　８６．３０　  　　　　　　 　　　　　　女：　９０．９３

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　男：　８５．１４

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　女：　９１．９０

死亡高位

→ 死亡中位

死亡低位

財政検証に当たっての諸前提の設定
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所得代替率

※ 所得代替率50%を下回る場合は、50%で給付水準調整を終了し、給付及び負担の在り方について検討を行うこととされ
ているが、仮に、財政のバランスが取れるまで機械的に給付水準調整を進めた場合の数値。

高
成
長
ケ
ー
ス

低
成
長
ケ
ー
ス

ケースＢ 50.9% （平成55 (2043) 年度） ｛基礎：25.8％(2043)、比例：25.1％(2017)｝ 1.1%
ケースＡ 50.9% （平成56 (2044) 年度） ｛基礎：25.6％(2044)、比例：25.3％(2017)｝ 1.4%

ケースＣ 51.0% （平成55 (2043) 年度） ｛基礎：26.0％(2043)、比例：25.0％(2018)｝ 0.9%

ケースＤ 50.8% （平成55 (2043) 年度） ｛基礎：26.0％(2043)、比例：24.8％(2019)｝ 0.6%
ケースＥ 50.6% （平成55 (2043) 年度） ｛基礎：26.0％(2043)、比例：24.5％(2020)｝ 0.4%

ケースＦ 50.0% （平成52 (2040) 年度）
（※）45.7% （平成62 (2050) 年度） ｛基礎：22.6％(2050)、比例：23.0％(2027)｝ 0.1%

労働市場への参加が進み、経済が持続的に成長するケースでは、所得代替率50%を確保

※人口推計が中位の場合（2060年の仮定：出生率1.35、平均寿命男84.2歳、女90.9歳）

50%

実質経済
成長率

2024年度以降
20～30年

45%

高

低

経済前提

給付水準調整終了後の
標準的な厚生年金の

所得代替率
給付水準調整の

終了年度

↑ 労働市場への参加が進むケース （内閣府試算の経済再生ケースに相当）

↓ 労働市場への参加が進まないケース （内閣府試算の参考ケースに相当）

ケースＧ 50.0% （平成50 (2038) 年度）
（※）42.0% （平成70 (2058) 年度） ｛基礎：20.1％(2058)、比例：21.9％(2031)｝ ▲0.2%

ケースＨ 50.0% （平成48 (2036) 年度） 注：機械的に基礎、比例ともに給付水準調整を続けた場合 ▲0.4%
（※）機械的に給付水準調整を続けると、国民年金は2055年度に積立金がなくなり完全な賦課方式に移行。

その後、保険料と国庫負担で賄うことのできる給付水準は、所得代替率35%～37%程度。

40%

55%

所得代替率の将来見通し（平成26年財政検証）
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※既裁定者の年金額は物価で改定されるが、通常は物価上昇率＜賃金上昇率となるため、そのときどきの現役世代の所得に対する比率は下がっていく。

所得代替率

○ マクロ経済スライドによる調整は『基礎年金で平成55年度』、『厚生年金で平成32年度』で終了し、それ
以後、『所得代替率50.6%』が維持される。

単位：万円（月額）
※ 物価で平成26年度に割り戻した額

一元化
モデル

【経済（ケースE）】
・物価上昇率 1.2％
・賃金上昇率（実質<対物価>） 1.3％
・運用利回り（実質<対物価>） 3.0％
（参考）経済成長率（実質<対物価>） 0.4％
【人口（中位）】
・合計特殊出生率（2060） 1.35

・平均寿命（2060） 男 84.19歳
女 90.93歳

※経済成長率（実質<対物価>）
は2024年度以降20～30年平
均

34.8 34.7

21.8

9.0

12.8

平成26(2014)年度 平成31(2019)年度

62.7％ 比例：25.9％
基礎：36.8％

20.7

8.5

12.2

59.7％ 比例：24.6％
基礎：35.0％

40.8

23.1

10.0

13.0

平成42(2030)年度

56.5％ 比例：24.5％
基礎：31.9％

48.2

24.4

11.8

12.5

平成55(2043)年度

50.6％ 比例：24.5％
基礎：26.0％

52.7

26.6

12.9

13.7

平成62(2050)年度

50.6％ 比例：24.5％
基礎：26.0％

次の財政検証

夫婦の年金額

（本来水準）

厚生年金
の調整終了

(平成32年度)

基礎年金
の調整終了
(平成55年度)

夫：厚年

夫婦：基礎

現
役
男
子
の

手
取
り
収
入

平成26年財政検証の結果について
＜ 経済：ケースE 人口：中位 ＞
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マクロ経済スライドによる給付水準調整見通しの変化

33.7

28.4

36.6

26.8

36.8

25.7

21.8

25.6 25.9

23.4

20

25

30

35

40

45

1999 2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049

所得代替率（%）
【厚生年金（報酬比例部分）、基礎年金（2人分）に分解した所得代替率】

2004年財政再計算
標準ケース

2009年財政検証
標準ケース

2014年財政検証
ケースA～E

《基礎年金（2人分）》

《厚生年金（報酬比例部分）》

25.6～26.0

24.5～25.3

○ 賃金水準の低下による所得代替率の上昇
○ マクロ経済スライド調整期間の長期化

どちらも「基礎年金」で
生じている問題

19



少なくとも５年に１ 度実施することとされている年金制度の財政検証については、来年

実施されることとなっているが、一体改革関連で行われた制度改正の影響を適切に反

映することはもちろん、単に財政の現況と見通しを示すだけでなく、上記に示した課題

の検討に資するような検証作業を行い、その結果を踏まえて遅滞なくその後の制度改

正につなげていくべきである。 ～ 社会保障制度改革国民会議報告書より ～

・マクロ経済スライドの仕組みの在り方、
・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、
・高齢期における就労と年金受給の在り方
・高所得者の年金給付及び年金課税の在り方 等

≪プログラム法（持続可能な社会保障制度の確立を図るために講ずべき改革の推進に関する法律）に
掲げられた検討課題≫

オプション試算の実施

20



○ オプション試算
・オプションⅠ ・・・ 現在の高齢者と将来世代のバランスを図り、将

来世代の年金水準を確保
・オプションⅡ ・・・ ２階部分の適用拡大による年金水準の確保

・オプションⅢ ・・・ 保険料納付期間の延長、選択的な繰下げによ
る年金水準の確保

持続可能性
の確保

※マクロ経済スライド

公的年金の課題

給付の十分性
の確保

※給付水準の下限

どのように
して両立を

図るか

○ 経済成長の確保
○ 少子化対策

年金制度外
の対応

年金制度に
おける対応

※ 年金制度においても、これらを阻害しない、
さらに働きかけることができるような仕組み
を検討。

21



公的年金の数理とは何だろうか？
（財政検証等で用いられる技術の骨格）

22
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永久均衡方式から有限均衡方式（概ね100年間で財政均衡を図る方式）へ

27

平成11年財政再計算まで

将来にわたるすべての期間を考慮に入れて財政の均衡を考える方式（永久均衡方式）を採っていた。
しかしながらこの方式においては、予想が極めて困難な遠い将来まで考慮する必要性の是非や、また巨
額の積立金を保有し続けることとなることについて、議論があったところ。

平成16年改正以降

現在すでに生まれている世代が年金の受給を終えるまでのおおむね100年間を財政均衡期間に設定
し、財政均衡期間において年金財政の均衡を図る方式（有限均衡方式）とし、積立金については、財政
均衡期間において、その運用収益と元本を活用することとなった。



28



年金財政の将来推計の方法

29



年金財政の将来推計作業とは

○ 公的年金制度の財政運営にあたっては、長期的な財政の均衡を保つことが大原則。

○ 人口構造の変化、産業構造・就業構造の変化、賃金・物価・金利の変動等の社会情勢の変
化を踏まえて、財政状況を検証していく必要があり、少なくとも５年ごとに「財政の現況および
見通し」を作成する財政検証を行うこととしている。

○ 年金財政の将来推計にあたっては、直近の社会・経済情勢等を踏まえて設定した基礎数値
を使用して、制度内容に沿って将来の財政見通しを作成。

計算過程の全体像は、
・ 被保険者の推計を行い、
・ それに対応する給付の推計を行って、
・ 最後にこれらを踏まえた収支の見通しを作成する

という流れとなっている。

○ 被保険者の推計や給付の推計にあたっては、前年度までの推計値をもとに当年度の推計
値を漸次推計する作業を一年一年行っていくシミュレーション方式を採っている。これは膨大
な計算量を伴うものであるが、制度の将来の姿を忠実かつ精密に予測し、年金財政の見当を
行う上では欠かせないものである。

※ 計算式は基本的に漸化式で与えられることとなる。 30



年金財政の将来推計作業の全体像

被保険者データ（実績）

将来推計人口
労働力率の見通し

被保険者数の将来推計（制度別）

※人口構造、労働力率の変化

将来の被保険者数

受給者データ
（実績）

被保険者や受給者の
動向に関する基礎率

賃金上昇率
物価上昇率

制度内容
（法律等）

給付水準調整を行わない場合の
給付費等の推計（制度別）

将来のスライド調整率給付水準調整を行わない場合の給付費等

※経済基調の変化

給付水準の推計及び
財政見通しの作成（厚生年金・国民年金）

財政見通し（厚生年金・国民年金）

積立金の初期値

運用利回り

各年度の
保険料（率）

31

厚生年金の将来の報酬総額



年金財政の将来推計の基礎となる数値

将来推計人口

労働力率の見通し

経済前提

○ 日本の将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）を利用。

○ 年度、性、年齢別に総人口の見通しを外生的に与えて使用。

○ 労働力需給の推計（独立行政法人 労働政策研究・研修機構）を利用。

○ 年度、性、年齢階級別の労働力率（人口に占める労働力人口の割合）の見通しを外生的

に与えて使用。

○ 年度別に、賃金上昇率、物価上昇率、運用利回りを外生的に設定。

○ 平成１６年財政再計算以降の長期の経済前提は、過去の実績を基礎としつつ、日本経済の

潜在成長率の見通しや労働力人口の見通し等を反映したマクロ経済に関する試算に基づいて

設定することとした。

※ 足下の経済前提は内閣府「中長期の経済財政に関する試算」 に準拠して設定。
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基礎数

○ 被保険者、年金受給者についての直近の統計を性・年齢別、その他項目別に分類したもの。

※ 個票データを管理する社会保険庁及び各共済組合の協力を得て、財政計算に必要な各種情報を

集約したデータを整備し活用している。

○ 主要項目

・ 年齢、被保険者期間別被保険者数

・ 年齢、被保険者期間別平均被保険者期間

・ 年齢、被保険者期間別標準報酬額

基礎率

・ 年金の種類、年齢別受給者数

・ 年金の種類、年齢別年金額

・ 積立金額

（シミュレーションの初期値データ）

（被保険者、年金受給者が今後どのように変化するかを推計するための仮定条件）

○ 主要項目

・ 被保険者総脱退力

・ 被保険者死亡脱退力

・ 障害年金発生力

・ 再加入率

・ 標準報酬指数（昇給指数、定期昇給分）

・ 老齢年金失権率

・ 障害年金失権率

・ 遺族年金失権率

・ 遺族年金発生割合
（被保険者死亡時に、妻、子等を有する割合）

・ 年齢相関
（死亡した被保険者の年齢と遺族の年齢の関係）

○ 年金財政の将来推計を行う都度、それまでの実績等を踏まえて見直しを行う。

33

○ 平成２６年財政検証では、平成２３年度末の統計データを基礎としている。

○ 平成２６年財政検証では、平成２１～２３年度の統計データを基礎としている。



シミュレーションの構造

被保険者データ 受給待期者データ

被保険者データ 受給待期者データ

前年度末の推計結果（推計初年度は基礎数）

当年度末の推計結果

生存脱退

残存 残存

新規
加入

死亡

死亡
（失権）

再加入
受給開始

受給者データ（老齢、障害、遺族）

受給者データ（老齢、障害、遺族）

残存

受給開始

・
・
・

死亡

さらに次の年度末の推計結果

・
・
・ 34



シミュレーションの方法

※ 被保険者期間も同様に推計。計算式は概略のみ記したものである。

○ 被保険者の加入、脱退の推計とこれに合わせた被保険者期間、報酬累計を次のような

計算式に基づいて、１年ずつ推計（シミュレーション）を行う。

被保険者数 ＝ 前年度の被保険者数×（１－総脱退率）＋新規加入者数（再加入者数）

※ それぞれ性、年齢、加入期間別に推計。

受給待期者数 ＝ 前年度の受給待期者数×（１－死亡率）＋生存脱退者数－再加入者数

新規加入者数と再加入者数の合計 ＝ （予め推計した）被保険者数－前年度からの継続被保険者数

※ 新規加入者と再加入者は再加入率で振り分け。

前年度からの継続被保険者

被保険者１人あたり報酬年額 ＝ 前年度の額×標準報酬指数の変化（定期昇給）×賃金上昇率

被保険者１人あたり報酬累計（再評価後）

＝ （ 前年度被保険者１人あたり報酬累計×前年度からの継続被保険者数×年金改定率

＋ 前年度待期者１人あたり報酬累計×再加入者数×年金改定率

＋ 当年度分の被保険者１人あたり報酬年額×被保険者数 ）

／ 被保険者数

…… などと算出する。

（１）被保険者や報酬などの推計

35



（２）給付費の推計

※ 計算式は概略のみ記したものである。

○ 被保険者や報酬等の推計をもとに、支給開始年齢、障害等級、受給者と遺族の年齢相関

などを考慮しつつ、新規裁定時の年金額を算出する。

報酬比例部分 ＝ 報酬累計 × 支給乗率

特別支給の老齢年金の定額部分（老齢） ＝ 被保険者期間 × 定額単価

経過的加算（老齢年金の場合） ＝ 特別支給の老齢年金の定額部分 － 基礎年金（厚生年金の加入期間分）

※ 基礎年金（厚生年金の加入期間分） ＝ 基礎年金額 × 被保険者期間 ／ 加入可能年数

加給年金 ＝ 加給年金額 × 加給対象者割合 ※ １人あたり平均額によって把握

経過的寡婦加算、中高齢寡婦加算（遺族年金の場合） ： 年齢に応じた単価により設定

○ 受給者になった後は、性、年齢、年金種別毎に、年金額や受給者数を年金失権率を用いて

シミュレーションを行っている。

受給者数 ＝ 前年度の受給者数 × （１－失権率） ＋ 新規裁定者数

年金総額 ＝ 前年度の年金総額 × （１－失権率） × 年金改定率 ＋ 新規裁定に係る年金総額

○ 各年度毎に年金総額を集計することにより、給付費総額、国庫負担、基礎年金給付費等の

推計データが作成される。
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（３）財政収支および給付水準の推計

○ マクロ経済スライドによる給付調整がない場合の財政収支の推計値をもとに、マクロ経済

スライドの適用をある年度まで続けた場合における財政均衡期間の最後の時点の積立度合

を算出し、これが１年分になるためのマクロ経済スライドの適用期間を逆算する。

これにより給付水準や財政収支の将来見通しが定まる。

○ 被保険者に関する推計および給付費の推計をもとに、財政収支の将来見通しを作成する。

【 厚生年金の収入の場合 】

【 厚生年金の支出の場合 】

保険料収入 ＝ 保険料率×被保険者数×１人あたり報酬 （性、年齢、加入期間別に算出）

運用収入 ＝ 前年度末積立金×運用利回り ＋ 当年度の運用収入除く収支差×運用利回り（半年分）

国庫負担 ＝ 基礎年金拠出金×国庫負担割合

＋ 経過的国庫負担 （昭和36年４月前期間の給付費に係る国庫負担等）

独自給付費 （２階部分の給付費）

＝ 前年度の給付費×（１－失権率）×年金改定率

＋ 当年度新規裁定分の給付費（給付乗率、報酬累計、支給開始年度等を考慮して算出）

基礎年金拠出金 ＝ 基礎年金拠出金単価 × 厚生年金に係る第２，３号被保険者数

※ 計算式は概略のみ記したものである。

基礎年金拠出金単価 ＝ 基礎年金給付費／基礎年金拠出金算定対象者数（１～３号）

基礎年金給付費 ＝ 前年度の基礎年金給付費×（１－失権率）×年金改定率

＋ 当年度新規裁定分の基礎年金給付費
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